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第１号様式（第３関係） 

 

第１回豊山町障害者福祉審議会議事録 

 

１ 開催日時 平成２３年９月７日（水）午前１０時３０分～１２時００分 

 

２ 開催場所 豊山町役場 ３階 会議室４ 

 

３ 出席者  

（１）委員  

（会長）池山武志、（会長代理）櫛田眞壽美、千野幸男、鈴木富雄、安藤一美、丹羽孝旨、 

伊藤記子、祖父江元宏、熊沢洋子、大口利恵子 

（２）事務局  

生活福祉部福祉課長 堀場昇、福祉・少子係長 日比野敏弥、福祉・少子係主査  

四浦かおり 

 

４ 議題  

（１）障害者福祉計画に係る平成２２年度の進捗状況について 

（２）第３期障害福祉計画の策定について 

（３）その他 

 

５ 会議資料 

資料：豊山町第３期障害福祉計画策定の経過と予定について 

障害福祉計画について 

豊山町障がい福祉計画 見直しのための調査票 

 

６ 議事内容 

【事務局】 
定刻少し前でございますが、ただ今より平成２３年度第１回障害者福祉

審議会を開催いたします。 
委員の皆様には日頃から町の障害者福祉にご尽力をたまわり、誠にあり

がとうございます。この場をお借りしまして深くお礼を申し上げます。 
私は本日の司会進行をさせていただきます、福祉課長の堀場です。よろ

しくお願いいたします。 
委員の方々におかれましては、昨年からの引き続きですので、名簿にて

のご紹介に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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事務局の紹介をさせていただきます。私は福祉課長の堀場です。福祉・
少子係の日比野と四浦です。障害福祉計画の策定にあたり、名豊コンサル
タント株式会社と契約しています。吉岡さんです。熊沢委員の手話通訳者
としてお二人の通訳者の方に出席をしていただいております。よろしくお
願いいたします。会議の発言においても、手話通訳者を介して行っていた
だきますことをご了解いただきますようにお願いいたします。 
事前に会議資料を送付させていただきましたが、以前お渡ししました障

害者福祉計画もお持ちいただけましたでしょうか。もしなければ、お申し
出ください。 
議題に入る前に審議会等の議事録についてお話をさせていただきます。

すでにご承知とは存じますが、町では議事録をホームページに掲載するこ
とになっております。本会もその対象になりますのでご了承いただきたい
と思います。 
また、議事録の内容につきましては、委員の確認が必要となりますので、

後ほど会長から議事録署名委員２名を指名させていただきます。指名があ
りました委員には、後日、事務局が署名をもらいに伺いますので、よろし
くお願いいたします。 
では審議会に先立ちまして、池山会長よりごあいさつをいただきます。

よろしくお願いいたします。 
 
【会長】 

みなさん、おはようございます。今日は雲一つない素晴らしい秋晴れ
となりました。大変お忙しい中、平成２３年度第１回障害者福祉審議会
にご出席いただきまして、本当にありがとうございます。 
自然というものは過酷なもので、今日のような穏やかな表情があるか

と思えば、３月１１日の東日本大震災、３日４日前の台風１２号による
災害のように、牙をむくこともあります。東日本の震災では死者行方不
明者が２万人近くいます。また、台風では１００名を超す方が被災され
ています。復興も遅々として進まない状況です。 
本日は平成２３年度第１回障害者福祉審議会ということですので、こ

こで被災者の方々に黙とうをささげたいと存じます。 
（黙とう） 
ありがとうございました。 
今日の議題ですが、（１）障害者福祉計画に係る平成２２年度の進捗状

況について、（２）第３期障害福祉計画の策定について、（３）その他、
となっております。さっそく議事に入りたいと思います。みなさまのご
協力をお願い申し上げましてあいさつとさせていただきます。ありがと
うございました。 
 

（会議録署名委員として櫛田委員、千野委員を指名） 
 

 

議題 

（１）障害者福祉計画に係る平成２２年度の進捗状況について 
【会長】 

では議題（１）障害者福祉計画に係る平成２２年度の進捗状況について、
事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局】 
（資料説明） 

【会長】 
質問等がありましたらお願いいたします。 

【委員】 
２４・２５ページの手話通訳者・要約筆記者派遣事業についての数値の

ご報告はありましたか。 
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【事務局】 
これについては前回と変わっていないと思います。 

【会長】 
よろしいですか。他にご質問等ございませんか。 
今、平成２２年度の状況についてご説明いただきましたが、数字的にも
かなり低い値のように思います。障害者の福祉計画は自立支援法があり
在宅支援施設が中心となってきていますので、障害のある方にとって過
ごしやすいように、今まで以上の制度周知を事務局にお願いしたいと思
います。ＰＲを各種団体を通じて行ない、制度の内容も周知いただける
ように、よろしくお願いします。 

【事務局】 
わかりました。 

【委員】 
８ページ、受け入れ体制の充実のところで、平成２２年度の取り組み実

績に「とよやま健康・福祉フェスティバルの手話奉仕員等の活動によるコ
ミュニケーション支援を行なった」とありますが、これは本当の通訳者で
はないということですか。手話奉仕員等ではなく、本当の通訳者だったと
記憶していますが、手話奉仕員等に通訳者も含まれるということですか。
誤解されやすいと思いますが、いかがですか。 

【事務局】 
とよやま健康・福祉フェスティバルの開会式などで、手話奉仕員の方に

よって、式典の内容をお話してコミュニケーションを図りましたが、それ
についてでしょうか。 

【委員】 

手話奉仕員ではなく、手話通訳者に支援していただきました。言葉が違

うということです。 
【委員】 

手話通訳者と手話奉仕員とは違います。誤解が生じるかと思いますので
修正をお願いしたいと思います。 

【会長】 
では、そのように修正していただくということで、よろしいですか。 

【委員】 
はい。 
もう１点質問があります。９ページの移動・交通対策の充実のところで、

以前から何度もお話していますが、福祉タクシーの利用料金の助成制度に
ついてですが、ガソリンやタウンバスの利用券など、選択する方法もある
と思います。私は福祉タクシーを利用していません。申し込んで利用券を
何枚かもらっても使わず、タウンバスの利用のほうが多いので、選択がで
きればよいと思います。北名古屋市ではタクシーとガソリンの無料券のど
ちらかを選択できるようになっているそうです。豊山町では福祉タクシー
の利用券がいただけるだけなので、検討をお願いしたいと思います。 

【会長】 
選択肢の幅を拡大するという意味でよろしいでしょうか。事務局いかが

ですか。 
【事務局】 

豊山町以外の市町村でガソリン代を援助しているところもございます。
豊山町では福祉タクシーに限定をさせていただいていますが、いずれにし
ても町としては扶助費でこのような制度を行なっております。今後、研究
して、どういったものがよいのか検討をさせていただきたいと思いますが、
金額も含めて幅が広げられるかどうかはわかりません。それぞれの市町村
の状況もありますし、扶助費も障害の扶助費だけではありませんので、そ
ういったことも勘案しながら今後の検討課題だということで、よろしいで
すか。 

【会長】 
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検討課題というのは役所言葉で、できないということです。何度も要望
しているということですので、できない理由をきちんと述べ、目標をどこ
において努力しているのか、いつまでに結論をだすのかというような回答
をしないと、役所の怠慢ととられる可能性があります。今まで要望として
出されたご意見に対して全て「検討します」ということではなく、もっと
前向きなご返答をいただけなければ、何のための審議会かわからないと思
います。 

【事務局】 
全般的な扶助費の見直しがありまして、今の段階でどうするかというこ

とはお答えできませんが、当局のほうからも援助していただけるという話
ですので、私からも当局に、予算の時期に審議会の内容を説明させていた
だくということで、ご理解をいただきたいと思います。 

【委員】 
私もタクシー券を利用したことは一度もありません。マイカーを運転さ

れる方は、タクシーに乗る機会は少ないと思います。運転するのでタクシ
ー券はいらないという方は多いと思います。障害者の方で運転される方も
いますので、タクシー券の代わりにガソリン代の補助でもよいという方向
に転換していかないと進歩がないと思います。 

【会長】 
障害者福祉審議会でこのような強い要望があったということで、財政当

局に予算要求していただきたいと思います。 
【事務局】 

わかりました。 
【委員】 

９ページの情報提供手段の充実のところに、スピーチオの設置が書かれ
ていますが、利用状況はどのようになっていますか。私は一向に使われた
ことを見たことがありません。これはＰＲの必要があるのか、置いておく
必要があるのか、いかがでしょうか。 

【事務局】 
役場の福祉課の窓口に設置させていただいていますが、利用の申し出は

全くありません。おそらく供用施設を含めて他の施設でも利用されていな
いのではないかと思います。広報等で周知をしていくべきことだと思いま
す。 

【会長】 
こういうものに関しても実態を調査して、福祉の後退ととられないよう

に理由を述べて撤去することで、予算を浮かせて他の福祉の部分に使うと
いうこともあってよいかと思います。従来からやっているから継続してそ
こに予算をつぎ込むという考え方はやめたほうがよいということです。こ
れも含めて一度調査をしてください。 

【事務局】 
はい。 

【委員】 
９ページの情報提供方法の充実のところにＦＡＸ通信とありますが、私

は今まで必要な情報をＦＡＸ通信でいただいたことは一度もありません。
例えば、総合防災訓練がありますというような連絡もＦＡＸでいただいた
ことはありません。 

【会長】 
役場ではＦＡＸ通信をしたことがありますか。「社会参加に必要な情報を

ＦＡＸ通信、インターネットなどを使うことにより、情報提供の拡充に努
めます」とあります。 

【事務局】 
避難等の緊急時等にはＦＡＸ通信をする予定ですが、通常の防災訓練の

お知らせ等については実施しておりません。これは広報等でも啓発をさせ
ていただいております。災害が起きそうだということでどこの避難所に避
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難していただきたいというようなときには、ＦＡＸ通信を利用する予定で
います。 

【会長】 
緊急時だけに使うのであれば「緊急時にＦＡＸ通信を使用する」と明記

しなければいけないと思います。表記の見直しをして、従来行なっている
ことと表記をよく分析していただきますようにお願いいたします。それで
よろしいですか。 

【事務局】 
はい。 

【委員】 
要望ですが、心身障害者協会では１０月ごろにスポーツ大会を開催して

いますが、それに使う道具が非常に貧弱です。オリンピックで話題になっ
たカーリングのようなものがあれば大会の華になるのではないかと思いま
す。県の子ども会に借りに行くのですが、なかなか空いていません。豊山
町の子ども会にもあるようですが、なかなか借りれません。道具を充実し
てほしいという要望事項になります。 

【会長】 
カーリングは氷の上でやる競技なので、カローリングですね。 

【委員】 
そうです。あれは障害者がやるのにも大変面白い種目です。 

【会長】 
道具は安価なのではないですか。 

【委員】 
町所有で貸していただけるものがないので、県のものを借りているとい

うことです。 
【会長】 

県のどこが担当ですか。社会福祉協議会ですか、スポーツ振興課ですか。 
【委員】 

担当はわかりませんが県所有のものがあります。それも１０月にはあち
こちで大会が開催されますので、なかなか借りれません。 

【委員】 
いつもマンネリのスポーツ大会になってしまうのです。 

【委員】 
道具があればよいですね。 

【会長】 
体育館のような広い場所が必要ですか。 

【委員】 
社会教育センターのアリーナなどで行います。 

【会長】 
場所も含めて、購入予算のことも検討してください。何とか実現できる

ようによろしくお願いします。 
【事務局】 

町の社会福祉協議会に、そういう道具を備品として整えることができる
のか、一度問い合せさせていただきます。 

【委員】 
２５ページ、愛知県聴覚障害者協会及び愛知県身体障害者福祉団体連合

会に委託となっていますが、北名古屋市に委託はできませんか。愛知県聴
覚障害者協会に委託ですと、なかなか難しいです。まず、登録制度をつく
ってほしいと思います。前に登録制度を検討しますということでしたが、
どうなっていますか。 

【委員】 
前年度もそのような話があり、町所属の有資格者・ボランティアがいな

いということはおかしいので町として考えてほしいとお願いしていました。
町としては予算がないので１年契約などにするとしても、２～３人は必要



 

- 6 - 

です。 
【事務局】 

それは委託契約なのか、嘱託なのか、また町で増員してほしいというこ
とですか。 

【委員】 
  検討してどうなったのか、ということです。２～３年前から出ている話

です。 
【会長】 
  北名古屋市はやっているのですか。他の自治体ではどこがやっています

か。 
【事務局】 

正確ではないかもしれませんが、聞いたところによると北名古屋市は社
会福祉協議会に手話通訳者の方がおられて、何かあればその方が来られる
そうです。豊山町の場合は、今は県の協会のほうに派遣をお願いして対応
させていただいていますが、職員の人数も含めてなかなか予算措置もでき
ない状況で、ご要望はうかがっているのですが、難しいところです。申し
訳ないですが、今はこのようにしかお答えできません。 

【会長】 
要するに、町の財政で職員を委託もしくは嘱託することは、予算的な問

題があってできないということですね。 
【事務局】 

はい、そうです。 
【委員】 

通訳者の派遣制度についてですが、現在、北名古屋市に登録制度があり
まして、前回の健康福祉フェスティバルでも北名古屋市に依頼して通訳者
を２名お願いしました。今年４月から清須市役所の福祉課に通訳者者２名
が設置されました。清須の場合は、月曜日午前中、水曜日終日、金曜日午
後からというように３日、実質的には２日間ですが、設置制度がはじまり
ました。この会議でも、いままで利用者がいないというような利用数にこ
だわった回答をいただいていますが、設置してから利用者がどんどん増加
していると聞いております。設置制度や登録制度を始めないと、利用者は
知らないので利用の意向も見えてきません。豊山町の場合も、やはり地域
に制度をお願いしたいと思いますが、予算の関係でできないのであれば、
広域事業としてやってほしいということも繰り返しお願いしています。も
う一度検討していただきたいと思います。昨年の実績についても、同じこ
とが書いてありますが、取り組み実績の中の奉仕員養成講座の参加人数も
少しですが増えていますので、そのあたりの表記もよろしくお願いいたし
ます。 

【会長】 
他の自治体の調査・研究は行っているのですか。情報交換はしています

か。 
【事務局】 

豊山町からは調査・研究というかたちではお聞きしていませんが、登録
制度があるということは聞いています。 

【会長】 
他の自治体のやり方を調査・研究して、良いところは豊山町として取り

入れることで一歩前進できると思いますので、よろしくお願いします。 
【委員】 

できれば登録制度だけでもお願いしたいです。そうすれば福祉課も楽に
なると思います。なぜなら、県に依頼すれば時間もかかりますし、豊山町
には今、通訳者が２人いますが、２人では足らないと思いますので、北名
古屋市も含めて登録すれば十分だと思います。登録制度だけでもお願いし
て、コーディネーターは無理であれば福祉課の方にお願いして、登録して
いただいている方に連絡していただき派遣するということが可能だと思い
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ます。 
【会長】 

登録制度が発足できればいいのですが、発足するまでが大変だと思いま
す。役場が新しいことをするのは、抵抗があってなかなかできないという
のが現実です。今日、ご提案があっても、すぐに取り上げられないかもし
れませんが、何度も何度も声にしていき、またこの障害者福祉審議会とし
ても提案していくということが大切だと思います。 

【委員】 
ここ２、３年同じような要望が繰り返しでていますが、それに対して何

年までにやるというようなはっきりとした回答が得られていないように感
じます。これからは期限付きで討論することも必要ではないでしょうか。
３年間のうちにはやってほしい、というようなことです。具体的な審議に
変えていかないと進まないと感じます。そうでないと、また来年も同じこ
とを言わなければいけないということです。みなさんのご意見はいかがで
すか。 

【会長】 
計画というものは長期を見据えていくものですが、短期の中に今のご意

見にあったような具体的なものを入れていくべきだと思います。具体的な
ものの中で必要性が高いものから予算を通していくということです。ただ
し、必要のない事務もでてきていると思いますので、それは削っていけば
よいと思います。利用者が少ない、役目を終わったというような項目につ
いては削っていけばよいのです。 

【委員】 
２年に１件とか３年に１件は、要望が盛り込まれているというのが理想

です。そうではないというように感じますが、いかがですか。ふるいにか
けて落とされるほうが多いと思いますが、福祉課の力で２年や３年に１件
くらいは実現していただきたいのです。 

【会長】 
もっともなご意見ですので、事務局は総括的な答えをだしておいていた

だきたいと思います。 
【事務局】 

審議会も２回、３回と予定しております。その折にふれましてご意見を
いただきながら、豊山町として必要なものとそうでないものの整理を進め
ようという段階にあります。障害者福祉審議会で障害福祉計画についても
検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま
す。 

【会長】 
厳しい目をもって今後の推移をみていますので、よろしくお願いします。 

 

（２）第３期障害福祉計画の策定について 
【事務局】 

（資料説明） 
【会長】 

策定指針については、読んだだけでは一般の人ではとても理解できない
と感じます。ただ言えることは、短期、中期、長期の計画の中で何をやっ
ていくのかという具体的な項目をだしていかないといけないということで
す。今まで障害者福祉審議会をしてでてきた要望は、長期的にみるのでは
なく、短期的にできるようなものばかりのような気がします。お金があれ
ばできるというようなものです。そのお金も何億円というような莫大な金
額ではないのです。そのあたりを踏まえて、実効性のあるものにしないと、
何のための計画づくりなのかわかりません。そのことを十分に理解して、
事務の見直しをしながら、進めていってほしいと思います。 
ご意見はございませんか。 

【委員】 
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計画見直しのための調査票にヒアリング調査とありますが、これは町の
ヒアリング調査とは別のものですか。 

【事務局】 
この調査票を基にヒアリングをしたいということです。書いただけでは

伝わらないことがあると思いますので、これを基にお話も聞かせていただ
きたいということです。 

【委員】 
ヒアリングは役場で行なう予定ですか。 

【事務局】 
まだ具体的には決まっていませんが、役員会や集まりがあるということ

がわかれば、そちらに出向いても構いません。新たに日程を組んでという
ことだと、みなさんが一度にお集まりいただくのは難しいかと思いますの
で、機会をとらえて行いたいと考えております。 

【委員】 
私個人の考えですが、調査票の表と裏に多く項目が記入されていて、こ

れに回答するのは、口頭でお答えするよりも難しいことだと思います。 
【事務局】 

それは聞き取りでも構いません。前回聞き取ったことで、みなさんから
いただいたご意見も、ここに載せていこうと考えています。また、それと
違うご意見があれば書いていただけばよいですし、同じような意見であれ
ば、それを参考に言葉でお伝えしていただいてもよいかと思います。今日
はまとめきれませんでしたので、１項目目だけ３点ほど書き入れてありま
す。全ての項目について前回のご意見を列記していきたいと考えておりま
す。 

【会長】 
送付されてきた調査票を見て、書けないと思うと捨ててしまう可能性も

ありますが、ヒアリングのときにお話しますというようなことを書いてお
く必要があると思います。白紙で出すと意見がないという分類に入ります
ので、口頭でお話しますということを書いていただけばよいのではないで
すか。必ずヒアリングは実施していただけますので、それでよろしいかと
思いますが、いかがですか。 

【委員】 
前回の記入事項というお話ですが、言葉が難しいと感じる方もおられま

すので、もう少しやわらかい表現、わかりやすい言葉を選んでいただきた
いと思います。文章を書くということは難しいので、例えば同意する意見
に○を付ける方法もあります。「支援体制の充実」という表現でもわかりに
くい方もおられますので、具体的に細かく書いていただきたいということ
です。例えば、手話通訳や要約筆記も「筆談をします」という表現にする
ほうがわかりやすいと思います。生活する上で問題だと思うことについて
も、「例えば、買い物や公園に行くときに困ることは何ですか」というよう
に。「例えば」というかたちで例を挙げていただくとわかりやすいかと思い
ます。 

【会長】 
調査票の作成にあたっては、記入しやすいように一考してください。 

【事務局】 
はい、わかりました。 

【会長】 
他にご意見はございませんか。 

【事務局】 
今回は第３期の障害福祉計画の策定ですが、４６ページを見ていただき

たいと思います。図が載っておりまして、今回のヒアリングに際して、作
業所の親の会のみなさんとお話をさせていただきたいと考えております。
こちらは今後の予定のほうにも載っています。福祉作業所も２４年３月ま
でに新体系に移行していくということもありまして、ヒアリング等でも十
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分にお話をさせていただきたいと考えております。アンケートの他にも聞
き取り調査を十分にさせていただきたいと思いますので、ご協力をお願い
したいと思います。また、ご連絡をさせていただきます。 

【会長】 
時間も迫ってきましたので、質疑に関しては終了したいと思います。 

（３）その他 
【委員】 

９月４日の総合防災訓練についてですが、雨で中止になりました。みな
さんは広報を聞いて中止だということがわかったかと思いますが、私は耳
が聞こえませんので、そのような場合の連絡方法を考えていただきたいと
思います。 

【事務局】 
防災訓練については総務課が主管になっておりますので、一度調整をさ

せていただきます。福祉課が主体になるのか、防災訓練担当がどのような
手法で連絡するのか確認して、調整させていただきます。 

【委員】 
以前にも行政懇談会のときに申し上げましたが、連絡方法についての話

です。町の行事に手話通訳をつけるということですが、それについてもお
聞きしたいと思います。 

【委員】 
防災訓練の参加についてですが、参加者としての届出をされていますか。

名簿に登録されていれば、ＦＡＸ等で連絡がくるのではないでしょうか。 
【委員】 

一般として自由に参加ができます。 
【委員】 

一般としては自由に参加できないと思います。 
【会長】 

自由に見学だけならできます。 
【委員】 

消火訓練などの訓練は、参加者として届け出なければできません。見学
者にはＦＡＸは来ないと思います。 

【委員】 
一般の方には広報がお伝えしますので、不公平だということです。情報

を共有したいのです。目の見えない方には聞こえるので大丈夫だと思いま
す。 

【会長】 
避難勧告をするときなどの緊急時も、広報車が回りますね。高齢者など

も含めて災害弱者に対する手当をどうするかという問題だと思います。こ
れは行政として計画をたてなければいけないことです。町として、福祉課
のほうからこのやり方がよいという話を、総務課の防災担当にしていかな
ければいけないと思います。おそらく総務課ではわからないと思います。
今、災害が起きていることでもありますし、早急に研究していただきます
ようにお願いいたします。 
ただ、なかにはＦＡＸをもらうと用紙代がかかるといって苦情を言う方

もおられます。なかなか難しい問題ですが、宿題ということでお願いしま
す。 

【事務局】 
今、豊山町では、高齢者の方で１人で避難できない方、障害者の方でご

家族で避難できない方などに対して、登録をさせていただいて、万一の場
合には安否確認等をするということを、福祉課と防災担当で進めています。
今回の防災訓練においても、訓練で障害者の方１０名に避難のお願いをさ
せていただくということで、事前に準備でお電話させていただいておりま
した。中止になりましたので、その旨お伝えしました。災害弱者に対して
も、そのようなことを進めておりますので、ご理解ください。 
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【委員】 
とよやまチャンネルで、９月４日朝８時の時点では、「防災訓練を開催し

ます」というテロップが流れていました。中止の情報はすぐに対応できな
いのだと思います。何かよい方法はありませんか。消火器の使い方は以前
にやったのですが、防災訓練でそういうことをやりたいのではなく、障害
を持っている者として、自分たちが逃げたときにどうしてほしいかという
こと、例えば避難所に対する意見等も必要ではないかと思います。防災に
ついては総務課の担当だと言われますが、こういう機会に福祉課の方にも
お願いしていきますので、行政として反映していただきたいと思います。
今回の台風では紀伊半島で亡くなられた方がおみえになります。災害がこ
の地でも起きないわけではなく、起きると想定して、避難所の対応も行な
っていくべきだと思います。 

【委員】 
防災訓練を中止と決定されたのは６時代だと思います。日赤の委員長さ

んには６時何分かに連絡があったとようですが、議員さんには相当遅くに
お伝えされたそうです。それほど早く中止が決まっていたのに、８時過ぎ
にケーブルテレビで「開催する」という情報を流すというのは、いかがで
しょうか。開催は９時ですので、見学しようと思った方は用意を始める時
間です。 

【会長】 
とよやまチャンネルの方とよく連携して、速やかにみなさんに情報を伝

えられるようにしていただきたいと思います。何度も出ていますが、災害
弱者に対する対応をしっかりとお願いしたいということです。この場で結
論がでるようなお話ではなくて申し訳ありませんが、障害者福祉審議会と
してもそのように要望していくということで、ご理解をいただきたいと思
います。 
他にご意見がないようですので、本日の議事を終了したいと思います。 

【事務局】 
委員のみなさまには、長時間にわたる審議をしていただき、ありがとう

ございました。これをもちまして、第１回豊山町障害者福祉審議会を閉会
いたします。 
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